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【随時募集】令和７年度採用 福岡市放課後児童クラブ拠点校支援員Ｂ（会計年度任用職員）

募集案内 

１ 応募受付期間 

郵送申込 

令和７年６月20日（金）～令和７年12月３日（水）【当日消印有効】 

※ 応募は上記期間中に随時受け付け、試験及び合格者の決定も随時行い

ます。 

※ 採用予定人数に達した場合は、募集を随時終了します。 

（退職等により欠員が生じる場合は、募集を再開することがあります。） 

 

２ 募集内容 

職名 放課後児童クラブ拠点校支援員Ｂ（放課後児童支援員） 

採用予定人数 別紙１「拠点校支援員Ｂ採用予定人数一覧」のとおり 

職務の概要 
市立小学校に設置する放課後児童クラブで、児童の育成支援業務などに従

事します。 

勤務地 

・原則として、採用試験申込書の第一希望から第三希望に記入した行政区

内で、拠点となる放課後児童クラブ（以下「拠点校放課後児童クラブ」

という。）に配置されます。 

・拠点校支援員Ｂは、各放課後児童クラブの職員が年休等を取得する際の

代替職員として勤務するため、主に拠点となる放課後児童クラブが所在

する行政区内のいずれかの放課後児童クラブで勤務し、代替職員として

の勤務がない場合は、拠点校放課後児童クラブで勤務します。 

※配置先の拠点校放課後児童クラブは、合格発表時に文書で通知します。 

任用期間 

令和７年８月１日以降の採用日から令和８年３月31日まで 

※申込時期等により任用開始日が異なります。 

※勤務成績が良好な場合、65歳に達するまでは、再採用（翌年度も採用）

を４回まで行うことがあります。65歳に達した職員が、任期満了後も勤

務を希望する場合は、公募に応募することになります。 

受験資格 

１ 次の各項のいずれかに該当する人 

（１）保育士の資格を有する人 

（２）社会福祉士の資格を有する人 

（３）高等学校卒業者等であり、２年以上児童福祉事業（放課後児童クラ

ブ、保育所、児童館等）に従事した人 

（４）教育職員免許法第４条に規定する免許状を有する人 

（５）学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学（以下、「社会福祉学等」とい

う）を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した人

（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期

課程を修了した人を含む。） 

（６）学校教育法の規定による大学において、社会福祉学等を専修する学

科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を取得したこ

とにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められ

た人 

（７）学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学等を専攻する

研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した人 
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（８）外国の大学において、社会福祉学等を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した人 

（９）高等学校卒業者等であり、２年以上放課後児童健全育成事業に類似

する事業（民間学童等）に従事した人 

（10）５年以上放課後児童健全育成事業に従事した人 
 
２ 地方公務員法第16条の各号のいずれにも該当しない人 

【地方公務員法第16条（抄）】 

 （１）拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行

を受けることがなくなるまでの人 

 （２）福岡市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年

を経過しない人 

 （３）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した人 

※地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 
 
３ 日本国籍を有しない人は、任用開始時に就労可能な在留資格を有する

（見込みがある）人 
 
４ 年間を通じて職務に従事できる人 
 

 

３ 選考の日時・会場・試験内容・合格発表 

 筆記試験 面接試験 

日時・会場  

日時及び会場については、採用試験

申込書の提出確認後、放課後こども

育成課よりお知らせします。 

内容 
書類選考 
※提出書類（申込書）をもとに選考を行い

ます。 

面接試験（個別） 

合格発表 面接試験後１週間以内を目途に、合否を郵送で通知します。 

  ※合否について、電話によるお問い合わせにはお答えできません。 

  ※受験資格がないことが判明した場合は、採用を取り消すことがあります。 

 

４ 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、令和８年３月３１日までを登録期間とする拠点校支援員Ｂ（会計年度任

用職員）採用候補者名簿（以下、「候補者名簿」という。）に登載されます。 

（２）候補者名簿に登載された人のうち、成績上位の人から順に令和７年８月１日以降の採用

を行います。 

（３）令和７年８月１日以降に採用されなかった場合でも、業務の必要に応じて年度中途に候

補者名簿から採用を行うことがあります。 

（４）地方公務員法の規定に基づき、採用時はすべて条件付のものとし、採用後１カ月（勤務

日数が15日に満たない場合は15日に達するまで）を良好な成績で勤務したときに正式採用

になります。  
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５ 勤務条件等 

勤務日 
・指定する４週間毎に原則12日（月曜日から土曜日のうち３日程度） 

※勤務する曜日の固定はできません。 

休日 

・日曜日に加え、指定する４週間毎に原則12日（週休日） 

・祝日及び年末年始（12月29日から翌年１月３日） 

※研修、緊急対応等のため、日祝日に勤務が必要となる場合があります。 

勤務時間 

・原則、週16時間30分勤務（１日５時間30分） 

・時間外勤務を命じる場合があります。 

・始業・終業時間は、業務の都合等により下記勤務パターンから指定 

  ① 8:00～13:30 ② 8:30～14:00 ③ 9:00～14:30 ④ 9:30～15:00 

  ⑤10:00～15:30 ⑥10:30～16:00 ⑦11:00～16:30 ⑧11:30～17:00 

  ⑨12:00～17:30 ⑩12:30～18:00 ⑪13:00～18:30 ⑫13:30～19:00 

 ※学校休業日（土曜日、長期休業期間）以外は、原則⑫13:30～19:00 

給与 

月額94,239円～96,581円（地域手当を含む。） 

※採用日前10年間について、本市職員（会計年度任用職員や臨時的任用職

員、嘱託員を含む）として在職期間がある場合は、その職歴に応じて報

酬月額を決定 

※報酬月額等については、令和７年度予算の成立を前提とした金額を記載

していますので、今後変更となる場合があります。 

期末・勤勉手当 年２回（６月、１２月）※在職期間等に応じて支給 

交通費 条例、規則等に基づき別途支給（月55,000円まで） 

その他諸手当等 条例、規則等の定めるところにより、時間外勤務手当などを支給 

休暇等 
任用期間に応じて年次有給休暇を付与 

その他、育児・介護等に係る休暇制度あり 

社会保険 健康保険、厚生年金、雇用保険の適用はありません。 

公務災害 労働者災害補償保険制度に基づき補償 

服務 

地方公務員法における服務に関する各規定が適用（服務の宣誓、法令等及

び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義

務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企

業への従事等の制限） 

その他 

・報酬等支給日：毎月20日 

（ただし、時間外勤務手当などの実績に応じて支給する手当は翌月20日） 

・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるとこ

ろにより変更 

・放課後児童支援員認定資格研修を修了していない場合、放課後児童支援

員として採用された日から起算して２年を経過する日までに修了する必

要があります。 

（研修の受講方法等は、採用後、研修の詳細が決定し次第通知します。） 
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６ 応募方法等 

提出書類 

（１）令和７年度採用 放課後児童クラブ拠点校支援員Ｂ 採用試験申込書 

  ・Ａ４両面印刷（全４ページ。Ａ４用紙２枚に両面印刷。）とし、 

   別紙２「記入上の留意点」をよく読んで記入してください。 

（２）資格要件確認書類 

  ・必要書類は、別紙３「資格要件確認書類の提出について」を確認し

てください。 

  ・事業者独自様式の勤務証明書（在職証明書）を提出する場合、作成

例に示す項目が網羅されているか確認してください。 
 
※募集案内、申込書等は、教育委員会放課後こども育成課（市役所11階）、情報プラ

ザ（市役所１階）で配布するほか、福岡市ホームページからもダウンロードできま

す。 

受付期間 令和７年６月20日（金）～令和７年12月３日（水）【当日消印有効】 

提出方法 

・郵送のみ 

・封筒の表に「令和７年度 拠点校支援員Ｂ 受験申込書在中」と朱書き

し、封筒の裏に差出人の住所・氏名を明記の上、特定記録又は簡易書留

で郵送してください。特定記録又は簡易書留によらない場合の事故等に

ついては、責任を負いません。 

・提出書類に不足・記入漏れ等がある場合、受付はできません。 

提出先 

〒810-8621 

 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

 福岡市教育委員会 総務部 放課後こども育成課 指導係 

 

７ その他 

 ・提出された書類は返却いたしません。 

 ・申込書等に記載された個人情報については適切に管理し、当採用事務以外で使用いたしま

せん。 

 ・施設の敷地内又は屋内は全面禁煙です。また、勤務時間中の喫煙は禁止です。 

 

８ 問い合わせ先 

  福岡市教育委員会 総務部 放課後こども育成課 指導係 

  TEL：092-711-4662   FAX：092-733-5736 

  〒810-8621 

  福岡市中央区天神一丁目８番１号 


